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日本 YWCA は LGBTIQ を含む性的マイノリティの人権を尊重します 

 

日本 YWCA 会長 藤谷佐斗子 

総幹事 尾﨑裕美子 

 

YWCA は、世界 100 カ国以上で活動し、100 数十年にわたってジェンダー平等1の実現に取り組んできた女性の

運動体です。世界 YWCA の一員である日本 YWCA は、LGBTIQ2を含むあらゆる女性たち・性的マイノリティの人

たちの権利を擁護する団体であることを、ここに改めて表明します。 

 

すべての人がいかなる理由によっても差別されず、あらゆる権利と自由を享受できることは、世界人権宣言第 2

条や日本国憲法第 14 条にも明記されている根本的な社会規範です。これが守られる社会を堅持することが政

治家の責務であるにもかかわらず、政権与党の議員が「道徳」や「種の保存」を理由に性的マイノリティの人々

の権利を否定することは、決して許されることではありません。今、私たちの社会に求められているのは「理解増

進」ではなく人権を守ることです。 

 

日本政府は、ジェンダー平等を目指すことを公言しています。2021 年の国際女性デーにあたって世界ＹＷＣＡが

発表した『グローバル宣言』3にあるとおり、あらゆる女性と性的マイノリティの平等なくして、ジェンダー平等社会

は実現できません。 

 

日本 YWCA は、女性と少女のリーダーシップと権利を促進する組織として、性的マイノリティの人々の権利と尊

厳が、私たちの活動の中でも広く社会でも、守られ尊重されることを求めて活動します。 

 
1 ジェンダー平等（gender equality）」という主張は、女性、男性、女の子、男の子、すべての性別の人々が平等な権

利、平等な扱い、平等な責任と機会を得ることを目指すものです。（World YWCA Glossary and Definitions

（https://www.worldywca.org/team/glossary-and-definitions/） P.19 仮訳：日本 YWCA） 
2 L=Lesbian, G=Gay, B=Bisexual, T=Transgender, I=Intersex, Q=Queer/Questioning  

これらの名称は性自認・性表現に関するより広い領域（スペクトラム）のそれぞれの点を示すものです。このどれにも

当てはまらない人もいますが、それは、性的マイノリティの権利を守る運動でその人が守られないことを示すわけでは

ありません。自分をどのように認識するかにラベルは必要ないからです。 (同上 P.20) 
3 https://shespeaksworldywca.org/my-body-my-mind/ 


